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南部大阪都市計画公園の変更について 
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南部大阪都市計画公園の変更について（概要） 

 

１ 都市計画変更の対象公園 
①3・3・219-18 号 旭公園 （廃止） 

②3・3・219-20 号 新旭公園 （追加） 

２ 位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 対象公園の現況 
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４ 都市計画変更の理由・目的 

富秋中学校区と隣接校区の一部（以下「富秋中学校区等」という。）においては、老朽化が進

む小中学校や市営住宅等公共施設の最適配置の実現を図るとともに、人口減少や児童・生徒数

の減少などの地域課題を解決し、持続可能なまちづくりを行うための取組みが予定されています。

具体的には、施設一体型義務教育学校（小中一貫校）の導入や、市営住宅その他公共施設の

集約建替えを行ったうえで、集約化して生まれた跡地を活用し、まちに必要な民間住宅地、商業

施設、広場等の整備・誘導を行うことが計画されています。（令和２年３月策定「和泉市富秋中学

校区等まちづくり構想」）。  

同構想に基づく公共施設の再編事業の一環として旭公園（近隣公園）を廃止し、新たに新旭公

園（近隣公園）を追加することで、都市環境の保全や都市景観に資するとともに、地域住民が憩

いや癒しを享受できるみどり豊かな新たなまちのコミュニティ拠点機能及び災害時の一時避難地

としての防災機能を有した公園の整備を目指すものです。 

 

５ 都市計画変更内容 
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７ 都市計画案の策定経過 

(1)都市計画原案の市民説明会 

開催日時 主な意見 

令和 3 年 8 月 27 日 

・反対意見無し 

・その他意見（町名変更により現在は旭町という町

名が存在しないが、昔から近隣に住まう者とし

て、旭公園の“旭”という名称をできれば残して

ほしい。他、植樹に関する意見あり。） 

 

(2)都市計画法第１６条に基づく公聴会の開催 

原案の縦覧期間 
公述 

申出 

公聴会 

開催日 

令和 3 年 9 月 1 日～9 月 15 日 無し （開催中止）※ 

※公聴会は公述申出がある場合のみ開催。 

 

(3)都市計画法第１７条に基づく都市計画案の縦覧 

案の縦覧期間 意見書の提出 

令和 3 年 12 月 1 日～12 月 15 日 意見無し 
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１．特定生産緑地制度の概要 

〇生産緑地の所有者等の意向を基に、市町村長は告示から３０年経過するまでに、生産緑

地を特定生産緑地として指定できる。 

〇特定生産緑地の指定は、告示から３０年経過するまでに行わなければならない。 

特定生産緑地に指定した場合 特定生産緑地に指定しない場合 

・買取りの申出ができる期日が１０年延期

される。 

・従来の税制措置（相続税等の納税猶予の

適用、固定資産税等の農地課税）や建築

等の行為制限が継続される。 

・特定生産緑地に指定後１０年経過する前

であれば、改めて所有者等の同意を得て、

繰り返し１０年の延長ができる。 

・生産緑地の指定から３０年経過後はいつ

でも買取りの申出が可能。 

・従来の税制措置が受けられなくなる。 

・買取りの申出をするまでは、生産緑地と

して建築等の行為制限は継続される。 

・生産緑地の指定から３０年経過後は特定

生産緑地として指定できない。 

 

２．営農状況等の確認方法 

申請書類に添付されている直近の写真 

航空写真（平成３０年撮影）        営農や管理が適切にされていることを確認 

過去の全筆調査（３年毎）の記録   等 

 

３．指定申出等の状況（令和４年２月１日現在） 

対象となる 

生産緑地(※) 

①特定生産緑地の指定を希望する 
②希望 

しない 

合計 

①＋② 
回答率 今回諮問する 

生産緑地 

諮問済の 

生産緑地 

３３０地区 

(１０６８筆)  

 １０８地区 

(２５６筆) 

２３９地区 

(７２６筆) 
２５地区 

(８６筆) 

３３０地区 

(１０６８筆)  
１００％ 

計３０５地区 

(計９８２筆) 

※第１次指定（平成４年８月１８日）、第２次指定（平成４年１１月３０日）の生産緑地 

（申出基準日は第１次指定が令和４年８月１８日、第２次指定が令和４年１１月３０日。） 
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４．今後の予定 

〇意向変更（非指定から指定）の相談があった場合 

申出基準日の１か月前まで受付を行う予定。（意見聴取は都市計画審議会の書面開催で対

応予定。） 

〇意向変更（指定から非指定）の相談があった場合 

 都市計画審議会での意見聴取は行わず、令和４年１２月頃開催予定の都市計画審議会で

事後報告を予定。 

〇特定生産緑地の指定に係る告示の時期 

 各申出基準日までに告示を予定。 

〇第３次指定（申出基準日：令和５年１２月６日）について 

生産緑地所有者の意向確認を行った上、令和４年１２月頃開催予定の都市計画審議会で

諮問を予定。 

   


